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2025 年 3月 26日 

 

大阪市長 横山 英幸 様 

 

大阪市労働組合総連合 

執行委員長 宮城 登 

 

 

２０２５年市労組連春闘要求書 
 

 

総務省が 2 月 21 日に発表した 1 月の全国消費者物価指数（2020 年=100）は、総合指数

109.8％と前年同月比 3.2％の上昇。この 5 年で 10％も物価が上昇したことになります。

単純比較はできないものの、毎月 20 万円の支出だったものが 2 万円、30 万円の支出であ

れば 3万円も支出が増えたことになります。日銀は今後も物価上昇を容認するかのような

金融政策を続けており、また世界情勢は円安のまま推移するような状態にあり、エネルギ

ー資源や多くの食料品を輸入に頼る日本は今後も物価が上昇していくことが見込まれて

います。 

大阪市人事委員会の昨年の勧告は、官民較差 2.92％の解消では不十分なものでした。し

かも給与改定は高卒初任給層で 13.15％（引上げ 21,400 円）、大卒初任給層で 13.00％（引

上げ 23,800 円）をはじめ若年層を大幅に引き上げる一方、中高年層は行政職 3 級の最高

号給層で 1.13％（引上げ 4,000円）でしかありませんでした。職責や年齢にかかわらず一

律に賃金を引き上げる本来あるべきベースアップにはなっていません。 

また、このような若年層への重点配分は近年継続されており、中高年層にとっては名目

賃金さえ物価上昇を上回らない状態が続いており、生活は苦しくなるばかりです。その一

方で業務の責任は重くなり、再任用職員にとっては現役時代と同様の内容と業務量が求め

られるなど執務意欲は下がるばかりです。 

 いま必要なことは「賃金の上がらない国」から「物価高騰を上回る賃上げが行われる国」

へ転換し、消費購買力を上るとともに、社会保障を削減から拡充・充実に転換し、すべて

の労働者・国民が安心して生活することができるようにすることです。 

 大阪市には国や大阪府に従属するだけではなく、自治体としての本来の役割を発揮する

ために、政令指定都市としての権限と財源を活かし市民生活を守り、支援する施策をすす

めることです。そして、そのために尽力する職員・教職員の賃金・労働条件の改善を図る

ことを求めるものです。 

 「おおさか・関西万博」4 月開催を強行しようとしています。しかし、入場券の販売は

目標の半分にも達せず、赤字になることは必至な状況です。ガス爆発の危険性、脆弱な防

災体制、学校単位での子どもたちの動員強要など問題だらけの万博は今からでも中止にす

ることを求めます。また、赤字のツケを市民に押し付けないことを強く求めるものです。 

 私たち市労組連は今春闘において、公務・公共サービス、教育の拡充とともに、すべて

の労働者の大幅な賃金引き上げをはじめとする労働条件の改善を求めるものです。貴職に

おいては、この要求書について十分な検討を行い、誠意をもって回答することを求めます。 
 

 



2 

 

 

 

【大阪・関西万博中止関連要求】 
１．大阪市として万博中止を決断し、関係機関に働きかけること。 

２．万博・カジノのための予算を、復興支援、大阪市の防災・減災対策に回すこと。 

３．万博を理由にした上限規制を上回る超過勤務をさせないこと。 

４. 万博入場券購入を強制しないこと。また万博関連イベントに職員の動員、ボランティ

アの強制・強要を行わないこと。  

５．万博関連の労働者だけでなく、夢洲で働くすべての労働者の安全対策、健康対策を行

うこと。 

６．夢洲の土壌汚染問題の解決や環境対策を行うこと。 

７．子どもの招待事業を中止すること。 

 

【災害・防災対策関係要求】 
１．被災地支援を行う際は長期にわたることが考えられることから支援体制を確立し、派

遣元職場に対しては、人的・予算的措置等による支援策を講ずること。 

２．業務として支援活動を行うため職員を派遣するにあたっては、本人の同意を前提とし、

職員の健康状況や家庭の諸事情に配慮し、強制・強要は行わないこと。 

３．派遣にあたっての勤務・労働条件や派遣先の状況等を提示したうえで十分に説明する

とともに、旅費、時間外勤務手当、特殊勤務手当等を支給すること。派遣にあたって必

要な資材等の確保は大阪市が責任を持って行うこと。 

４．派遣した職員の労働時間管理、健康管理、労働安全衛生、メンタルヘルス対策を徹底

し過重労働を防止すること。また帰阪後も一定期間フローアップを行うなど、職員の安

全と健康の確保を徹底すること。 

５．災害やパンデミックの対応のもとでも時間外勤務の上限規制を超える勤務が行われな

いようにすること。 

６．派遣中に災害・事故等が発生した場合は、速やかに公務災害として取り扱い、認定さ

れるように当該職員の手続きを支援すること。 

７．大阪市においても自然災害や新興感染症の発生等に備え、公衆衛生をはじめ、危機管

理、福祉、医療、現場を抱える職場等、職員の大幅な増員を図り、市民のいのちと職員

の安全が守られる執行体制を構築すること。 

８．避難所となるべき小学校・中学校の統廃合はしないこと。 

 

【賃金関係要求】 
１．公務労働者の賃金を、月額 32，000円以上引き上げること。 

２．賃金を大幅に引き上げること。地域経済の振興・消費不況の克服・生活改善につなが

る基本賃金の改定と一時金の引上げを行うこと。 

３．55 歳昇給停止を廃止するとともに、60歳以降も昇給・昇格を可能にすること。 

４．大阪市に働くすべての非正規職員（任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員

を含む）の最低賃金について、月額 250,000 円以上、時間額 1,500 円以上の最低保障を

確立すること。 

５．非正規職員の処遇改善をはかること。 

(1) 公務員賃金の最賃割れが最低賃金法適用除外だからといって容認されるものではな

い。会計年度任用職員の賃金も最賃を下回ってはならない。非正規を含むすべての職

員の 1時間当たりの給与額（地域手当を除く）が大阪府最低賃金（1,114円）を下回る
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ことのないようにすること。非常勤職員の時間額を 300 円以上引き上げること。 

(2) 会計年度任用職員の初任給基準を引き上げるとともに、最高号給は、給料表の対応

する正規職員給料表の最高号給とすること。 

(3) 再任用職員の賃金については従事する職務の内容・職責及び蓄積された知識・経験

にふさわしい水準とすること。 

 (4) 再任用教員の給与水準を引き上げること。  

６．自治体労働者の給与決定に関する根本基準は地方公務員法第 24条に規定されており、

同条第 2 項では生計費は 4 つの要素の内で最初に位置付けられており、最も重視される

べきものである。法の趣旨に則り生計費原則を重視した賃金改善を図ること。なお、生

計費は生活実態に基づいたものとすること。 

７．日本の教員賃金は国際比較で低水準であり、抜本的に改善すること。人材確保法制定

に伴う「一般行政職に比べて教師は約 7％の優遇分」が現在においてわずかになってお

り、賃金の抜本的な改善をおこなうこと。 

８．初任給基準について 

(1) 民間より大きく下回っている初任給を大幅に引き上げること。中途採用者の初任給

基準を改善すること。さらに、若年層職員の給与水準を改善すること。 

(2) 矛盾に満ちた「2019 年度からの教員の初任給引き上げ」について、初任給基準の変

更を行わないことによるモチベーションに関わる問題・中堅ベテラン層のモチベーシ

ョンに関わる問題等を踏まえ、初任給基準の改善を行うこと。 

(3) 前歴加算の換算率は全て 10割とし、格付け上の調整率は廃止すること。また、換算

率により換算して得られる期間を除する月数を全ての期間 3 月とすること。当面、換

算率により換算して得られる期間のうち、5 年を超える部分について 4.5 月で除して

得られる号給（端数切捨て）を初任給基準に加算するという取り扱い、その他の期間

の換算率（0％）の取り扱いなどを、改善すること。また、1週間当たりの勤務時間が

本務職員の半分程度以上なら 50％換算だが、大阪市の同じ局の雇用による二つの短時

間勤務を合算すれば 20時間となるのに、合算しないために半分以下となり 0％とされ

ていることについても改善を行うこと。 

９．給料表の改善を行うこと 

(1) 大阪市に働くすべての労働者の基本賃金を月額 32，000 円以上引き上げること。 

(2) 号給を追加し、昇給間差額 1,500 円を保障すること。また、2021年の大阪市人事委

員会「職員の給与に関する報告及び勧告」の「課長級以下の職務の級では、最高号給

に達した職員が一定数存在し、 かつ増加している。（中略）それらの職員の執務意欲

の維持・向上につながるような方策を継続的に検討していただきたい。」を踏まえた改

善を図ること。 

(3) 「ケア労働の賃上げ」が反映されていない幼稚園教員の給料表を廃止し、小学校・

中学校給料表を適用すること。職務の専門性及び他都市の水準を考慮し、人が逃げる

状況を改善し人材の確保を図ること。 

(4) 「ケア労働の賃上げ」が反映されていない保育士の給料表の水準を引上げること。

引上げにあたり職務の専門性及び他都市の水準を考慮し、人が逃げる状況を改善し人

材の確保ができる水準とすること。 

(5) 月例給だけで見れば生活保護基準を下回る状況に置かれている技能労務職の給与水

準を、他都市との均衡がとれる水準まで引き上げること。 

10．格付・昇格・昇給基準の改善をはかること 
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  (1) 行政職給料表 5級までの昇格制度の抜本的改善をめざし、誰もが行政職 4級・技能

労務職 3 級・保育士 2 級へ昇格できる制度を確立すること。特に行政職 3級への昇格

基準の改善をはかり、すでに昇格からもれた職員の実損の回復をはかること。 

(2) 当面、大量に 1級に滞留している状況を踏まえ、保育士の 2級への昇格基準を改善

すること。 

(3) 当面、大量に 1級に滞留している状況を踏まえ、技能労務職 2級への選考基準を経

験年数と専門性を考慮した誰もが昇格できるものに改善すること。 

(4) 休職者などの昇格基準の改善と昇給延伸の復元措置を行うこと。 

11．一時金の改善を図ること。 

(1) 一時金は、期末手当一本として支給月数を引き上げること。また、住居手当などを

算入し基準給与月額を改善すること｡ 

(2) 職務段階別加算制度はこれを撤廃し一律増額をはかるとともに、格差解消にむけて

の具体的措置を講ずること。 

(3) 勤勉手当の成績率については撤廃し一律増額をはかること。「実勤務・欠勤日数の区

分に応じた割合」については廃止すること。また、基準日以前 6 箇月の期間のうちに

おいて、任用の空白以前の期間を調査対象期間としない取り扱いを改め、就労の実態

に基づいた支給を行うこと。 

(4) 再任用職員の処遇について一時金支給月数を正規職員と同様にするとともに、フル

タイム職員の賃金を改善すること。 

12．公務の「公平性・中立性・安定性・継続性」の確保を歪める「相対評価」「能力・成果

主義」を廃止すること。評価結果の処遇への反映を行わないこと。とりわけ、生涯賃金

に影響し格差を広げる評価結果の昇給反映は直ちに中止すること。 

13．人事評価について 

(1)  「昇給号給数への反映は、生涯賃金への影響が大きいことを考慮し見直す必要があ

ると考える」を踏まえ、昇給号給数への反映を中止すること。中止するまでの間は、

さらに改善を図ること。 

 (2) 「人事評価結果や所属、職員アンケート結果をもとに、制度本来の目的である職員

の人材育成、執務意欲の向上に資するものとなっているかを十分に検証し、人事評価

制度の在り方全般について検討すべきと考える。」を踏まえ、早急に改善のための方策

を提案すること。 

14．諸手当の改善をはかること 

(1) 住居手当は、支給額、支給基準を改善すること。持家にも支給すること。 

(2) 配偶者手当の廃止を中止すること。扶養手当全体の引き上げをはかること。また、

扶養認定の所得限度額の改善をはかること。さらに配偶者の父母が同居している場合

も、扶養手当の支給対象とすること。 

(3) 通勤手当は臨時職員を含め全額実費支給とすること。また、経路認定にあたり所要

時間と精神的な負担を考慮し、合理的な申請経路を認定すること。 

(4) 交通用具を利用する場合の認定基準を改善するとともに、交通用具利用者に対する

手当(駐輪場代・ガソリン代を含む)を改善すること。 

(5) 初任給調整手当を改善すること。また、保育士に対する初任給調整手当を創設する

こと。 

(6) 夜勤手当(現行を 100 分の 50に)、超勤手当(現行を 100 分の 150に)、深夜超勤手

当(現行を 100 分の 200 に)の支給率の改善をはかるとともに、超勤手当の算定基礎に
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住居手当を算入すること。また、休日出勤については振替休日扱いとせず、代休取得

とともに超勤手当の割増分(100分の 35)の支給も行うこと。 

(7) 宿日直手当を改善すること。 

(8) 退職手当を引上げること。 

(9) 感染症が保育所、学校園で発生した場合、防疫作業や消毒作業など感染拡大措置に

従事した教・職員に対する特殊勤務手当を支給すること。 

15．給料表全体の水準の引き下げ及び給与カーブの平準化は行わないこと。 

16．病気休暇及び介護休暇について、期末手当及び勤勉手当の支給割合の欠勤日数算定対

象から除外すること。 

 

【労働条件関係要求】 
１．「地球沸騰化」・気候危機による災害、新興感染症が危惧されるなか、大阪市民、子ど

もたちの命と健康を守る、生活を支える教職員・職員の役割は一層重大となっている。

「住民の福祉の増進」のため、医療体制、保健所などの充実、保育所、学校園の人員の

確保を行うこと。エッセンシャルワーカーとして市民の生活を支える教職員・職員の賃

金・労働条件を抜本的に改善すること。 

２．人材確保について 

 (1) 欠員の出た職場には速やかに職員を配置すること。 

 (2) 年度途中の退職者の欠員補充を速やかに行えるようなとりくみを行うこと。（年度

途中の職員募集や採用希望者登録制度（仮称）など） 

 (3) キャリアリターン制度を創設すること。 

 (4) 現業職員を増員すること。 

３．保育士の配置基準を改善すること。また、障がい児保育の認定基準を改善し、保育士

を配置すること。 

４．感染症から健康と命を守るための要求 

 (1) 子ども、教職員、職員のＰＣＲ検査等、必要な検査を実施すること。 

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種等を受ける際に、保護者同伴が必要とされる場合

に、同伴する当該の教職員・職員に対して特別休暇等を認めること。 

 (3) 新型コロナウイルス感染症罹患により重篤化する可能性が高い、妊婦(妊婦のパー

トナーを含む)、基礎疾患のある教職員、高齢者や介護等を必要とする家族がいる教職

員等への特別休暇を有給で新設すること。 

(4) 感染リスクを減らすため、テレワーク（在宅勤務）や教育公務員特例法第 22条に基

づく自宅での研修承認を必要に応じて積極的に活用すること。3 密を避けるための時

差通勤、マイカー通勤等について必要に応じて承認すること等、労安（安全配慮義務）

の観点も踏まえて対応すること。 

(5) 新型コロナウイルス感染症による後遺症に苦しんでいる教職員・職員に対して、勤

務上の配慮を行うこと。また、特別休暇を認めること。 

５．恒常的にある業務に従事する任期付職員、会計年度任用職員は任期の定めのない正規

職員に任用替えすること。 

６．会計年度職員の任用においては、競争試験とはせず選考（面接等）のみとすること。

また、公募によらない再度の任用の上限を撤廃すること。 

７．正規職員と非正規職員の間の不合理な待遇差の解消を行い、均等待遇を実現すること。

2020年 10 月 15日の「日本郵便裁判」最高裁判決を踏まえた対応を行うこと。非正規職
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員(任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員を含む)について次ぎの改善を図る

こと。 

(1) 常時勤務が必要な職種は、正規職員として採用すること。 

(2) すべての非正規職員に正規職員と同等の手当、一時金、退職手当を支給すること。

休暇、労働安全衛生、共済、労働災害、福利厚生等について、非正規職員にも「均等

待遇」として保障すること。 

(3) 業務に関する研修をきちんと保障すること。 

(4) 正規職員への任用替えをすすめること。 

(5) 長期間非常勤（非正規）職員として勤務を継続してきた職員の無期転換の制度を創 

設すること。 

(6) 非正規の無給となっている特別休暇について有給化すること。 

(7) 会計年度任用職員の生理休暇を有給化すること。 

(8) 非正規職員の病気休暇取得日数を正規職員と同様にすること。 

(9) 宿直専門員の処遇を改善すること。 

８．定年引上げ、高齢層職員の処遇改善 

(1) 高齢者の雇用制度の充実・改善をはかること。高齢期の働き方について、職員の状

況に配慮すること。 

(2) 定年引上げ制度実施後も実態を把握、検証し、制度の改善に向けて労働組合との協

議を十分に行うこと。 

(3) 職員の生活設計に大きな影響を与えることから、対象となる職員に対して十分な説

明を行うとともに、職員が検討する時間を保障すること。 

(4) 希望するすべての職員の任用を行うこと。希望した職員全員に、定年前再任用短時

間勤務の職を用意すること。 

(5) 高齢層職員の知識と経験、技術が活かされること、加齢困難職種への対応、定年ま

で働き続けられる職種（業務）と職場環境を十分に整えること。 

(6) 60 歳を超える職員の賃金は従事する職務の内容・職責及び蓄積された知識・経験

にふさわしい水準とすること。 

(7) 61歳以上の教職員・職員を定数外とすること。 

(8) 再任用職員の処遇について一時金支給率を正規職員と同様にするとともに、フルタ

イム職員の賃金を改善すること。 

(9) 55歳昇給停止を廃止すること。 

(10)定年引上げによる採用抑制を行わないこと。 

９．1日 7時間、週 35時間労働を労使合意によって実現すること。 

(1) 拘束時間の延長なしに休憩時間を 1時間とすること。 

（2）「ノー残業デー」の実施をはじめとし「1 日 2 時間以内・週 5 時間以内・月 20 時間

以内・年間 120時間以内」の時間外労働の規制を労使合意によって実現すること。 

（3）交替制勤務について改善をはかること。 

(4）健康及び福祉を確保するために超過勤務の上限規制とともに、終業時から始業時ま

で 11時間の勤務間インターバル制度を導入すること。 

(5)フレックスタイムについて検証を行い、労働組合と協議すること。 

10．労働時間管理について 

(1) 使用者の労働時間の管理責任、時間外労働の本人確認・労働組合の閲覧権を保障し

た厚生労働省労働基準局長通達・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき
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措置に関するガイドラインの徹底により、サービス残業・不払い労働を解消すること。

そのための管理者の時間管理を徹底させること。 

(2) 管理監督者や管理職に対して、労働時間管理の研修を行うこと。 

(3) 安易に「特別な事情がある場合」を適用しないこと。これまで行われた「特別な事

情がある場合」の超過勤務について正当なものであったか検証し、説明すること。 

(4) 全ての職場で 36協定を締結すること。 

(5) 長時間労働解消の実効ある対策を行うこと。 

(6) テレワーク時の労働時間管理を適正に管理すること。 

11．労基法、条例に基づき休憩時間を付与すること。また、保育所、学校園の休憩時間取

得状況調査を行うこと。勤務時間と開庁時間が同じことによる超過勤務が発生している

ことについて、実態調査を行い、結果を明らかにするとともに、不払い残業について遡

及支給すること。 

12．次世代育成支援対策について、特定事業主として安心して子どもを生み育てられる労

働環境を保障するため、産前産後休暇・育児休業の代替職員は正規職員を採用し配置す

ることを制度として確立すること。制度確立までの期間にあっては、正規職員での代替

要員の配置を全ての所属で具体的に行うこと。正規職員での代替職員の配置が困難な場

合は、任期付職員・会計年度任用職員等を採用し、欠員を生じさせないこと。育児休業

時の待遇改善を抜本的に行うこと。 

13．休職、休業、休暇制度などの改善を行うこと。 

(1) 子どもや市民への感染拡大防止の観点から、感染症による病気休暇の例外規定の拡

充をさらに行うこと。また、例外規定の取り扱いに際しては、勤勉手当の減額を行わ

ないこと。 

(2) 災害時や災害発生が見込まれる場合の職員の安全確保のための特別休暇等の整備

を行うこと。また、交通機関の計画運休等により出勤又は帰宅に困難が生じることが

予想される場合の特別休暇等の整備を行うこと。 

(3) 病気休暇の期間の通算については 6か月未満とすること。同一疾病による病気休職

の期間の通算については、復職後 1年未満とすること。 

(4) 介護休暇・看護欠勤制度は取得条件・有給保障など改善をはかること。また、代替

要員を制度化すること。 

(5) 出生サポート休暇を改善すること。また、不育治療についても同様の制度を創設す

ること。 

(6) 病気休暇の時間単位の取得の要件を緩和すること。 

(7) 結婚休暇の改善、各種休暇の取得単位を改善すること。 

(8) 夏季休暇の半日取得を可能とすること。 

(9) 生理休暇、妊娠障害休暇の対象者要件から「著しく」を削除すること。 

(10)生理休暇が取りにくいまた取れていない実態の改善を図ること。 

(11)子の看護休暇等の改善を図ること。 

(12)短期介護休暇について、「2 週間以上にわたり」の要件をなくし、診断書等の提出を

必要なしとすること。 

(13)長期勤続職員へのリフレッシュ休暇を創設すること。 

(14)産前産後休暇、育児休業の代替職員は正規職員とする制度を創設し、取得を希望す

る職員が安心して取得できるための職員採用を行うこと。 

14．介護休暇について「同居」要件を削除すること。 
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15．マイナンバー大量更新時期をむかえていることからそのための職員採用で人員確保を

行うこと。 

16．すべての労働組合を平等に取り扱うこと。また、提案事項については労働組合内で十

分議論ができる時間を保障すること。 

 

【学校関係要求】 
１．授業準備時間、時間外に発生している校務、分掌している部活動は「労働時間」であ

り、教員にも残業代を支給すること。 

 （厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

（平成 29 年 1 月 20 日策定）「客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価

されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされ

ていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること」） 

２．学校の業務量に見合った教職員を配置すること。異常に多い定数内講師を採用し、正

規教員を増やすこと。 

３．残業代支給、教職員定数改善のため教育予算を増やすこと。 

４．新たな教育内容を次々と学校に押しつけないこと。業務を増やさないこと。「教育課程

は学校において編成する」原則を守ること。 

５．「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければない」、

「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を受

けることができる」（教育公務員特例法）にもとづき「自主研修」を保障すること。とり

わけ長期休業中の「自主研修」を奨励すること。 

６．定数の決定、学級編制基準の決定が大阪市の権限となったもとで、他の先進国に比べ

学級規模が大きいことが、日本の教職員の長時間労働の原因となっている状況をふまえ、

教員 1人当たりの授業時間数の上限設定を行い長時間労働の軽減を図ること。教員増を

行い、教員の労働過重の状況を改善すること。 

７．講師の給料表を速やかに「2 級」にすること。授業準備、採点、成績処理の業務を担

う非常勤講師の給与はあまりにも低額であり増額すること。 

８．教員間に格差と分断を持ち込み、給与水準を引き下げる「主務教諭」制度を廃止する

こと。 

９．給与制度決定権限の移譲による教職員の給与勤務条件の後退の回復を図ること。「他都

市との均衡」を考慮し、大阪市から人が逃げる状況を改善すること。教職員の給与勤務

条件については、経緯を踏まえ、特に府との均衡を十分に考慮すること。 

(1) 退職手当（府内公立学校に比べて 120～130万円低い）は、最低限大阪府内公立学校

並みに支給すること。講師等の退職手当についても、最低限大阪府内公立学校並みに

支給すること。 

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第 9条「職員は、育児休業を理由として、不

利益な取扱いを受けることはない」を遵守すること。育児休業者の復職時調整は、全

ての者に対して 100％換算を行うこと。 

(3) 主務教諭導入に際し教諭の上限号給（小中 73号給、高校 65号給）が設定されたこ

とにより、14年以上の講師経験のある者が教諭採用される場合、初任給の前歴加算に

おいて大阪市では 14 年以上の期間は全く反映されなくなり、前歴加算が大幅に抑制

され、22歳で大学を卒業し 23年間の講師経験を経て 45 歳で教諭(新採)採用される場

合の者の初任給は、大阪府と比べて月額で 5 万円以上低くなっている状況を改善する
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こと。主務教諭選考に合格しても、小中 73 号給（高 65 号給）以上の号給の者は足ふ

み（昇給しない）等の不利益な取り扱いを改めること。 

(4) 2018 年度の主務教諭制度導入に伴い生じ、市立高校の府立移管まで続いた（2018年

4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日）の間の総括実習助手、教諭（実習担当）に対する極

めて不当な昇給停止によってもたらされた損失の補償を行うこと。 

(5) 権限移譲に際し、他の政令市に例を見ない「地域手当引き上げ分を相殺する」ため

の教育職給料表の「給料表水準の調整」＝減額（高等学校等 4.56％、小学校・中学校

4.46％、幼稚園 4.53％、平成 29年 4月実施）を復元すること。 

(6) 短期介護休暇について、「2週間以上にわたり」の要件をなくし、診断書等の提出を

必要なしとすること。 

10．教育職員に対して、職員基本条例第 3条の定めに反する、また公正性・納得性・透明

性に大きな問題を持つ人事評価制度（相対評価）を導入しないこと。教育職員の人事評

価制度（「人事考課制度」「目標管理制度」「学校園運営に関するシート」）を廃止するこ

と。教育そのものを歪める、学力テストや市独自のテストの成績結果を教員の給与制度

とリンクするような成績主義強化は行わないこと。教育活動を歪める、成績結果を校長

の給与にリンクさせる全国に例を見ない取り扱いを、直ちに止めること。 

11．「教育委員会所管の学校における指導が不適切である教員の研修に関する規則」基づく

指導改善研修（以下「ステップアップ研修」）は、平成 16 年（2004 年）から令和 3 年

（2021 年）で、被研修者総数（累積）99人中、現場復帰 10人、分限免職 6人、依願退

職等 39人、病気休職中 21人（令和 3年 4月 1日）となっており、休職、退職に追い込

む制度となっています。 

「ステップアップ研修」について被研修者からは、研修内容が人格を否定するものと

なっている、「指導力向上支援・判定会議」の詳細が説明されないなど、不満、不信の声

があがっています。勤務条件に大きな影響を及ぼす、客観性を持たない、現場教職員、

子どもの声に耳を傾けない、排除の論理に貫かれた「指導が不適切である教員」の対応

を止めること。また、パワハラ的なステップアップ研修については、必ず改善を図るこ

と。 

12.大阪市教員復職支援事業が「休職者が円滑に職場に復職することができるような仕組

み」となっているか検証すること。休職者の人権を守ること。 

13．学校における食育の推進に中核的な役割を担う栄養教諭の欠員等に伴う臨時的任用は、

学校栄養職員としてではなく栄養教諭の代替として講師の任用を行い、食育の充実を図

るとともに、代替者の報酬の改善を図ること。 

14．住民不在、子ども、教職員不在の小中学校の統廃合を止めること。教育効果の観点か

ら、また感染症の拡大阻止、子どもと教職員の安全確保の観点から、少人数学級（20 人

以下学級）を推進すること。 

15．宿泊を伴う学校行事で夜間勤務手当を支給すること。夜間割り増し賃金を支給するこ

と。 

16．宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割り振りについて。勤務実態

にあわせ 15時間 30 分以上の割り振りを認めること。勤務時間通りに割り振ること。 

 

【労働安全衛生・福利厚生関係要求】 
１．感染症から健康と命を守るために労働安全体制を強化すること。 

２．高齢期職員の労働安全体制を抜本的に見直し、強化すること。 
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３．メンタルヘルス対策の強化・充実とともに、病気休暇・休職後の職場復職が円滑にす

すむよう「病気休職者の復職支援」の制度を改善すること。 

４．年次有給休暇・特別休暇を取得しやすい職場環境を整えること。 

５．職場におけるハラスメント防止の実効あるとりくみを行うことや相談窓口の改善など

必要な施策を早急に講じること。 

６．「服務規律」「成績主義」の強化、「分限処分」を前提とする指導強化によって発生する

パワーハラスメントを防止するとともに、是正すること。 

７．あらゆるハラスメントの発生状況を把握するとともに、ハラスメントの防止及び排除

に向けたとりくみを強化すること。 

８．ハラスメントにかかる相談体制は第三者機関で対応が完結するようにし、被害者保護

の徹底、被害者の権利を守る制度とすること。 

９．カスタマーハラスメント対策については、住民の正当な要求行動、職員の労働組合活

動、議員の活動を妨げないようにすること。 

10.職員の元気回復・福利厚生のための事業は、民間企業・他都市の実態を調査し、安心し

て働き続けられる制度とすること。 

(1) 正規・非正規職員を含めた制度として改善すること。 

(2) 事業内容の充実をはかること。 

(3) 互助会への雇用者負担を行うこと。 

11.労働安全衛生のとりくみを充実させること。 

(1) 大阪市安全衛生常任委員会に市労組連該当単組を参画させること。 

(2) 労働基準法や労働安全衛生法等を遵守し、職員の安全及び健康確保並びに快適な職

場環境の形成をすすめること。また、そのための予算措置をすること。 

(3)各職場の労働環境が 2021年（令和 3年）12月 1日公布の事務所衛生基準規則及び労

働安全衛生規則の一部を改正する省令に基づく基準に適合しているか点検するととも

に、満たしていない場合は早急に改善を図ること。 

(4)各職場の労働安全衛生委員会の充実させること。また審議内容の職員周知を徹底す

ること。 

(5)仕事による強いストレスや過重な仕事による精神疾患、脳・心臓疾患等に罹患するこ

とを防止する取り組みを積極的に行うなど、職員の健康管理に努めること。特に負荷

の高い業務に従事している職員に対する勤務時間管理や体制面での配慮をすること。 

(6)VDT作業基準を遵守すること。 

(7)休憩室、休養室、更衣室、トイレの設置・改善を行うこと。 

(8)労働安全衛生法の事務所衛生基準に基づき、夏場や冬場においても安全かつ快適に

働ける職場環境を確保すること。 

(9) 健康診断、がん検診の充実、自己負担軽減を図ること。 

12．職員に通勤、職務遂行上に感染症対策として不可欠なマスク等を必要数支給すること。

そのための予算措置を行うこと。 

13. 交通機関の計画運休等が予定されている場合は特別休暇とすること。また並行路線が

ある場合でも距離が一定以上離れている場合は、出勤の強要を行わないこと。 

  以上 

 


